
別表                     

助
成
対
象
事
業 

1.在宅高齢者及び障がい者・介護者等に関する事業 

2.各種福祉サービス(公的サービスを含まない)の提供に関する事業 

3.高齢者や障がい者等の健康・生きがいづくりや社会参加促進に関する事業 

4.地域の暮らしの諸課題を解決するための事業 

5.保健福祉推進の人材育成及び保健福祉サービス(公的サービスを含まない)の充実強化のための事業 

6.福祉活動ボランティアの養成、資質向上を図るための事業 

7.子育て支援に関する事業 

8.福祉に関する調査・研究の事業 

9.その他、1～8に関連する事業で特に必要と認められる事業 

助
成
対
象
経
費 

経費 

項目 
内容 留意事項等 

謝 金 
セミナー、研修会等の講

師に対する謝礼 

原則として助成を受ける団体が定める支給規程（基準）に基づく

額とする。ただし、原則として１相手方につき、10万円を限度とす

る。 

※団体の役職員、会員、構成員等に対する支払いは対象としない。 

旅 費 
講師や指導者等の移動の

費用及び宿泊費 

合理的経路を用いて要する公共交通機関等の交通費及び宿泊費の

実費相当額。 

消耗品費 事業実施にかかる消耗品 
耐用年数が1年未満のもの、あるいは耐用年数1年以上のもので

も、その価格が概ね30,000円未満の器具等の購入費。 

印刷費 

チラシ、ポスター、報告

書等の印刷経費・資料印

刷代 

原則として１業者につき、10万円を超える支払いが見込まれる場

合は、複数業者の見積りによる価格比較等を行うこと。 

食糧費 
講師や指導者等への昼食

代等 

 外部の講師等を招聘する場合で、長時間拘束する場合など食事を

出すことが止むを得ない場合に限るものとし、１人１回につき概ね

1,000円以内とする。 

※会議・研修・イベント時における団体の役職員、会員、構成員、

参加者の食事は含まない。 

通信 

運搬費 
切手、資料運送料等 

電話、ファクシミリ、インターネット等は、助成事業以外にも

使用するものであり、真に助成事業のために使用したかどうか

の確定判断が困難なため、これらの通信料等は対象としない。 

保険料 
行事保険及びレクリエー

ション保険等の経費 

助成事業に限定し、加入する賠償責任保険料や指導者の傷害保険

料、ボランティア行事用保険など。 

使用料 

及び 

賃借料 

会議室の利用料や器具等

の借用時のリース・レン

タル料（ファイナンシャ

ルリースを除く） 

原則として１業者につき、10万円を超える支払いが見込まれる場

合は、複数業者の見積りによる価格比較等を行うこと。 

備品費 
単価が 3 万円以上の器具

及び備品等 

当該助成事業の実施に直接必要な器具及び備品であって、助成対

象経費とすることが適当と認められるもの。 

原則として１業者につき、10万円を超える支払いが見込まれる場

合は、複数業者の見積りによる価格比較等を行うこと。 

賃 金 

助成事業のみにかかる、

期間を限定した時間給労

働者や日々雇用者の賃金 

助成事業に直接従事する、期間を限定した時間給労働者や日々雇

用者への賃金とし、団体の役職員及び常勤的に団体で雇用する職員

の賃金に当てることはできないものとする。 

広報費 
新聞広告掲載費用、情報

誌等への広告掲載料など 

当該助成事業の実施に係るものとし、助成団体の活動ＰＲ、会員

募集のための広告掲載等は対象としない。 

手数料 
金融機関振込手数料、各

種証明発行手数料等 
 

※
助
成
対
象
と 

し
な
い
経
費 

①団体の運営経費（家賃、人件費、光熱水費、施設・設備整備費、備品費、総会等会議開催費、パンフレッ

ト・会報紙作製費、ホームページの作成・維持管理費など） 

②会議、大会、研修会への参加にかかる参加費、負担金及び旅費 

③建物等にかかる修繕、設備整備費 


